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2017 年 3 月 17 日 

 

ＮＨＫふれあいセンター気付 

日本放送協会 経営委員長 石原 進 様 

 日本放送協会  会 長     上田良一様 

 

                         住 所（非表示） 

                             多 菊 和 郎 

 

 

3 年前の 2014 年 3 月に、ＮＨＫと受信契約を結び放送受信料を長い間支払っ

てきた視聴者の一人として、また三十年あまりＮＨＫに奉職し公共放送の仕事

に携わった者として、籾井勝人会長（当時）に会長職の辞任を求め、浜田健一

郎経営委員長（当時）に籾井会長の罷免を求める書簡をお送りしました。求め

た事柄のお聞き容れが無かったため同書簡でお伝えしたとおり翌月に受信料の

支払いを停止しました。（添付文書①②をご参照ください。） 

今回この書面によって、前会長の任期満了と新会長就任という事態の変化に

対応する私の考えを申し述べます。 

 

１ ＮＨＫ会長としての資質を欠く前会長に３年の任期を全うさせた経営委員

会は、この間に大きく損なわれたＮＨＫへの信頼を回復するため、最大で  

真率の努力を傾注する責任を負っていると思います。信頼失墜の最大の原因

である報道姿勢の問題について、新会長就任後２か月余りが経過した今も、

変化の兆候は見えていないと感じています。 

 

２ このように、ＮＨＫの現状に関する私の認識は昨年末までのそれと大きく

変わっていませんが、３年前の書簡で求めた会長の辞任・罷免については、 

当該の要求事由が消滅しました。したがって、2014 年 4 月以来支払いを停止

し相当額を私的に積み立ててきた過去３年分の放送受信料を支払います。 

 

３ 本年４月以降の受信料支払いについては「口座・クレジット」による支払

方法を選択せず、「継続振込等（コンビニを通じての２か月前払）」の方法に

よって支払います。これは、今後当分の間「猜疑の眼」を以ってＮＨＫの   

放送内容と組織の実態を凝視し続けるという、私の意思を表明する手段であ

るとご承知ください。 
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４ 「猜疑」の理由を述べます。私は、経営委員を含むＮＨＫの役職員の中に、

「放送に携わる者の倫理」を忘却または放擲したまま仕事を続けている人々

が存在すると看ています。そこで、たとえ過去３年間の執行部責任者のよう

な「可視化された悪役」が退場しても、《政府が「右」と言うことは「右」と

しか伝えない半公然のシステム》が既に機能しているのではないかという 

深い猜疑の念を払拭できないのです。 

 

５ 「猜疑の眼」でＮＨＫを凝視するに当たって、次の２項を判断の基準にし

ていきたいと考えています。 

 

(1) 放送番組編集方針、特にニュース・報道番組においてジャーナリズム

の基本原則が堅持されているかどうか。 

 

(2) 経営委員の任命を含むＮＨＫ役職員の人事配置において特段の公正と 

    透明性が確保されているかどうか。 

 

 私は今、放送法第一条に謳われている「放送に携わる者の職責」という文言

について、その意味するところに思いを巡らしています。                       

 

以上 


